
 申 請 に対 する処 分 の審 査 基 準 ・標 準 処 理 期 間 （個 票 ）  

 
所管部署：福祉部障がい福祉課 

( 療育係  ／内線：2792    ) 

根拠区分 法律 ・ 条例 

許認可等の名称 高額障害児通所給付費の支給決定 

処分権者 市長 

根拠規定 

根拠法令・条例題名 

(制定年/区分/発令番号) 

児童福祉法 

                    (昭和 22年 12月 12日法律第 164号) 

根拠規定条項 21条 5の 12-1 

基準規定 

基準法令等題名 

(制定年/区分/発令番号) 

児童福祉法施行規則第 18条の 26 

                  (昭和 23年 3月 31日号外厚生省令第 11 号) 

基準規定条項 第 18条の 26 

審査基準 

 

第十八条の二十六  

高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を

記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 

一 当該申請を行う通所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び通所受給者

証番号 

二 当該申請を行う通所給付決定保護者に係る利用者負担世帯合算額（令第二十五条の五第一項

に規定する利用者負担世帯合算額をいう。第二十五条の十七第一項第二号において同じ。） 

三 当該申請を行う通所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る令第二十五条の五第一項

第一号に掲げる額及び購入又は修理をした補装具（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律第五条第二十三項に規定する補装具をいう。以下同じ。）であつて、通所給付決定に

係る障害児が使用するものに係る令第二十五条の五第一項第四号に掲げる額を合算した額 

四 当該申請を行う通所給付決定保護者と同一の世帯に属する当該通所給付決定保護者以外の通所給

付決定保護者、入所給付決定保護者（法第二十四条の二第一項に規定する入所給付決定保護者をい

う。以下同じ。）、補装具費支給対象障害者等（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律第七十六条第一項に規定する補装具費支給対象障害者等をいう。第二十五条の十七第

一項第四号において同じ。）又は支給決定障害者等（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律第五条第二十一項に規定する支給決定障害者等をいう。同号において同じ。）であ

つて、同一の月に障害児通所支援若しくは指定入所支援（法第二十四条の二第一項に規定する指定

入所支援をいう。以下同じ。）若しくは障害福祉サービス（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービスをいう。）を受けた又は補装具を購入

若しくは修理をしたものの氏名、生年月日、個人番号及び通所受給者証番号、入所受給者証番号（第

二十五条の十一第三号に規定する入所受給者証番号をいう。）、受給者証番号（障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成十八年厚生労働省令第十九号）第十四条

第三号に規定する受給者証番号をいう。以下同じ。）又は介護保険法による被保険者証の番号（介護

管理 No． F014 
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保険法施行規則（平成十一年厚生省令第三十六号）第二十五条第一項第四号に規定する被保険者証

の番号をいう。以下同じ。） 

② 前項の申請書には、同項第二号及び第三号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。た

だし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該

書類を省略させることができる。 

標準処理期間 

(経由機関の日数) 

申請受理日よりおおむね 40日 

 

本票の作成日 平成 29年 2月 3日作成 

更新履歴(更新日) 改正沿革 

  平成  年  月  日改正 

 

審査基準（裏面追加） 

 基準内容 

審査基準等 

補足 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);

